別記様式第3号(第3条関係)

公文書部分公開決定通知書
第　　　　　号　　
年　　月　　日　　
　　　　　　　　　　様
長門市長　　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日に請求のありました公文書の公開について、長門市情報公開条例第8条第1項の規定により、下記のとおり一部を除き公開することに決定したので通知します。
記

	請求対象公文書
	　

	公開を行う日時
	　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　時　　分から　　時　　分までの間

	公開の場所
	　

	公開の方法
	(1)　閲覧
(2)　写しの交付
　　写しの交付の場合
　　　・　作成実費　　　円を交付時までに納付すること。
　　　・　送付を希望するときは、送付申出書を提出すること。

	公開をしない部分
	　

	公開をしない理由
	条例第10条第　　号該当

	※　公開をしない理由がなくなる日
	　　　　　　年　　月　　日

	担当課
	電話番号　　　　　　　　　　

	備考
	1　当日都合が悪い場合は、あらかじめその旨を連絡してください。
2　公文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。
3　写しの交付による場合、作成に要する費用の納入通知書を添付していますので、同書裏面の納付場所で払い込み、領収書を、公開を受けるときに提示してください。
4　※印欄は、公開をしない理由がなくなる日を明示できる場合にのみ記載してあります。公文書の公開を希望される場合は、記載された日以後に改めて公文書の公開を請求してください。
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裏面へ続く
)注１　この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、長門市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、長門市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの決定（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。



